
 

交野ブランド「カタノのチカラ」認定制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、交野の自然環境や歴史文化等の地域資源を生かし、交野産にこだわ

った魅力ある商品を認定する“交野ブランド「カタノのチカラ」”（以下「交野ブラン

ド」という。）について必要な事項を定め、交野ブランドとして全国に発信・供給する

ことにより、交野のまちのイメージを高めるとともに、地域産業の振興及び発展に寄与

することを目的とする。 

 （用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）認定 交野ブランドの認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）からの

申請に基づき、第３条に規定する基準に適合したものをいう。 

（２）商品 交野市内において、生産・製造・加工または販売される商品をいう。 

 （認定基準） 

第３条 交野ブランドとして認定する基準は、別に定める。 

 （認定の対象） 

第４条 交野ブランドの認定の対象となる商品は、次の各号とおりとする。 

（１）食品（加工食品、菓子、酒類、飲料、調理加工品） 

（２）農産物 

（３）製品 

 （認定申請） 

第５条 申請者は、交野ブランド「カタノのチカラ」認定申請書（様式第１号）に関係書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （認定の審査等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、交野市産業振興基本条例第７条

に規定する交野市産業振興対策審議会（以下「審議会」という。）に対し、審査の付託

を行うものとする。 

２ 審議会は、市長から付託を受けた内容について審議し、認定の適否を市長に答申する

ものとする。 

３ 審議会は、交野市産業振興基本計画に基づき設置された交野市産業振興基本計画推進

会議（以下「推進会議」という。）が、予め実施する事前調査・検証結果を参考に審議

を行うものとする。 

４ 推進会議は、申請者に対し、事前調査・検証に必要な商品の提供を求めることができ

るものとし、提供された商品については、原則、返却しないものとする。 



 

５ 推進会議は、事前調査・検証に必要な有識者等の意見を求めることができるものとす

る。 

 （認定の決定） 

第７条 市長は、前条第２項の規定による審議会からの答申を尊重し、認定が適当と認め

るものについては、認定を決定するとともに、当該申請者に対して交野ブランド「カタ

ノのチカラ」認定証（様式第２号）を交付し、認定が適当と認めないものについては、

当該申請者に対し、交野ブランド「カタノのチカラ」認定不適合通知書（様式第３号）

により通知するものとする。 

 （認定の表示） 

第８条 前条の規定により認定を受けた者（以下「認定者」という。）は、当該認定を受

けた商品（以下「認定品」という。）の包装、容器、案内物等に交野ブランド認定マー

クを表示することができる。 

２ 交野ブランド認定マークの表示に関し、必要な事項は、市長が別に定める。 

 （実績報告等） 

第９条 認定者は、認定後１年ごとに、交野ブランド「カタノのチカラ」認定報告書（様

式第４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、認定者に対し、必要な事項の

報告を求めることができる。 

 （認定の有効期間） 

第 10条 認定の有効期間は、認定を受けた日から３年とする。 

 （市の支援等） 

第 11条 市長は、認定品の情報を積極的に発信し、認定品の周知に努めるものとする。 

 （遵守事項） 

第 12条 認定者は、この要綱の規定を遵守するとともに、認定品の原材料、製法、品質、

デザイン等を維持するよう努めなければならない。 

２ 認定者は、認定品の生産等を通じて、交野ブランドの普及及び啓発に努めなければな

らない。 

３ 認定者は、認定品に関する事故等が発生したときは、速やかに市長に報告するととも

に、自らの責任において必要な措置を講ずるものとする。 

 （認定事項の変更等） 

第 13条 認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに交野ブランド「カタ

ノのチカラ」認定内容等変更届（様式第５号）により、市長に報告しなければならない。 

（１）交野ブランド認定申請書の記載事項に変更（軽微な変更を除く。）が生じたとき 

（２）認定品の生産等を中止し、又は廃止したとき 

（３）前各号に掲げるもののほか、認定事項に変更が生じたとき 

 （認定の取消） 



 

第 14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交野ブランドの認定を取り消す

ことができる。 

（１）認定を受ける要件又は資格を欠くに至ったとき 

（２）偽りその他不正な手段により認定を受けたとき 

（３）この要綱の規定を遵守しなかったとき 

（４）認定品の生産若しくは製造を廃止し、又は１年以上中止したとき 

（５）前各号に掲げるもののほか、交野ブランドの認定を継続しておくことが適当でない

と市長が認めるとき 

２ 市長は、前項の取消を行ったときは、交野ブランド「カタノのチカラ」取消通知書（様

式第６号）により認定者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により認定を取り消された認定者は、第８条第１項に規定する認定の表示

を直ちに中止するとともに、第７条第１項の規定により交付を受けた認定証を速やかに

市長に返還しなければならない。 

４ 同条第１項の規定により、認定を取り消された認定者は、その取消の日から１年を経

過しなければ、新たな認定の申請はできないものとする。 

 （認定の辞退） 

第 15条 認定者は、交野ブランドの認定を辞退しようとするときは、交野ブランド「カタ

ノのチカラ」認定辞退届出書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により認定を辞退した認定者は、第８条第１項に規定する認定の表示を直

ちに中止するとともに、第７条第１項の規定により交付を受けた認定証を速やかに市長

に返還しなければならない。 

 （損害賠償） 

第 16条 市長は、交野ブランドの認定により、認定者の事業に生じた損害については、そ

の賠償の責めを負わない。 

 （その他） 

第 17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、交付の日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

 


